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添付法令資料 3： 

 

研究イノベーション・データのガバナンスに関する2025年4月16日付 

インドネシア共和国国立研究イノベーション庁（BRIN）規則No. 2（目次） 

同月28日施行 

 

 

第 1章  総則（第 1条ないし第 4条） 

第 2章  研究イノベーション・データの範囲（第 5条） 

第 3章  研究イノベーション・データのガバナンスの原則（第 6条） 

第 4章  研究イノベーション・データのガバナンスの実施者 

第 1節  通則（第 7条） 

第 2節  運営チーム（第 8条及び第 9条） 

第 3節  データ保護者（第 10条ないし第 13条） 

第 4節  データ作成者（第 14条） 

第 5節  BRIN の単一データフォーラム（第 15条） 

第 5章  研究イノベーション・データのガバナンスの実施 

第 1節  通則（第 16条） 

第 2節  研究イノベーション・データの計画（第 17条ないし第 20条） 

第 3節  研究イノベーション・データの収集（第 21条） 

第 4節  研究イノベーション・データの処理（第 22条及び第 23条） 

第 5節  研究イノベーション・データの調査（第 24条） 

第 6節  研究イノベーション・データの保存（第 25条） 

第 7節  研究イノベーション・データの発信（第 26条及び第 27条） 

第 8節  研究イノベーション・データの活用（第 28条） 

第 9節  研究イノベーション・データの保全（第 29条） 

第 10節  研究イノベーション・データの破棄（第 30条） 

第 6章  BRIN の単一データポータル（第 31条） 

第 7章  参加（第 32条） 

第 8章  資金調達（第 33条） 

第 9章  指導、モニタリング及び評価（第 34条） 

第 10章  経過規定（第 35条） 

第 11章  終則（第 36条） 


